
　

千
葉
県
の
医
療
資

源
を
二
次
保
健
医
療

圏
別
に
み
る
と
、「
安

房
」
は
中
核
病
院
で

あ
る
亀
田
総
合
病
院

の
存
在
か
ら
、
医
療

資
源
の
状
況
の
各
項
目

で
１
位
と
な
っ
て
い
ま

す
。
医
療
施
設
従
事

医
師
数
で
は
、「
安
房
」

（
5
3
0
・
6
人
）
が
、

最
も
少
な
い「
山
武
長

生
夷
隅
」（
1
3
1
・

8
人
）
の
4
・
0
倍
、

病
院
病
床
数
は
、「
安

房
」（
2
3
0
8
・
1

床
）
が
、
最
も
少
な
い

「
東
葛
南
部
」（
8
0
8
・
2
床
）
の
2
・
9
倍
と
医

療
資
源
の
状
況
に
は
地
域
差
が
み
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
2
）
人
口
動
態（
死
亡
）

　

千
葉
県
の
全
死
因
死
亡
率（
人
口
10
万
人
当
た
り
）

は
、
全
国
41
位（
1
1
8
4
・
6
人
）
と
な
っ
て
い
ま

す
。
死
因
別
で
は
、
悪
性
新
生
物（
腫
瘍
）
は
同
41
位

（
2
9
9
・
0
人
）、
心
疾
患（
高
血
圧
性
を
除
く
）
は

同
39
位（
1
8
6
・
9
人
）、
脳
血
管
疾
患
は
同
37
位

（
80
・
7
人
）
と
相
対
的
に
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

全
死
因
死
亡
率（
年
齢
未
調
整
）
を
縦
軸
、
医
師
数
、

病
床
数
を
横
軸
と
し
て
み
る
と
、
全
体
的
に
は
正
の

相
関
関
係
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
す
な
わ
ち
、

千
葉
県
は
人
口
当
た
り
で
み
た
人
的
・
物
的
資
源
は
全

は
じ
め
に

　

す
べ
て
の
団
塊
世
代（
1
9
4
7
～
49
年
生
ま
れ
）

が
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
と
な
り
医
療
・
介
護
需
要

の
増
加
が
見
込
ま
れ
る「
2
0
2
5
年
問
題
」
が
間
近

に
迫
っ
て
い
ま
す
。
千
葉
県
は
、
人
口
当
た
り
の
医

師
数
や
看
護
師
数
が
全
国
最
低
水
準
に
あ
り
、
増
大

す
る
医
療
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
医
療
体
制
の
整
備

が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
稿
で
は
、
千
葉
県
医
療
体
制
の
現
状
と
課
題
及

び
将
来
推
計
人
口
に
基
づ
く
今
後
の
医
療
資
源
の
見

通
し
に
つ
い
て
統
計
・
文
献
調
査
や
住
民
向
け
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
結
果
か
ら
整
理
し
た
う
え
で
、
誰
も
が
安

心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ
る
体
制
を
確
保
す
る
た
め

の
取
り
組
み
と
今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て
提
言
を
行

い
ま
す
。

国
最
低
水
準
に
あ
る
も
の
の
、
全
死
因
死
亡
率
の
観

点
か
ら
す
れ
ば
、
医
療
の
質
は
保
た
れ
て
い
る
と
も

考
え
る
こ
と
が
で
き
、
現
時
点
で
必
ず
し
も
医
療
供

給
体
制
に
絶
対
的
な
不
足
が
生
じ
て
い
る
と
は
断
言

で
き
ま
せ
ん※
1 

。
も
っ
と
も
、
こ
の
評
価
は
あ
く
ま
で

も
現
時
点
の
も
の
で
あ
り
、
今
後
、
千
葉
県
の
高
齢

化
率
は
1
都
3
県
で
最
大
の
伸
び
に
な
っ
て
い
く
こ

と
か
ら
、
引
き
続
き
医
療
体
制
の
整
備
を
進
め
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

（
※
1
）
医
療
の
過
不
足
の
評
価
は
難
し
い
が
、
む
し

ろ
四
国
や
九
州
な
ど
の
西
日
本
が
相
対
的
に「
医
療
過

剰
」
地
域
で
あ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

２
．
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果

（
１
）
調
査
概
要

　

ち
ば
ぎ
ん
総
合
研
究
所
が
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

（
22
年
9
月
公
表「
数
値
で
み
る
千
葉
県
市
町
村
の
地

方
創
生
」）
か
ら
医
療
分
野
に
関
す
る
設
問
を
抽
出
し
、

二
次
保
健
医
療
圏
別
に
回
答
を
整
理
し
ま
し
た
。

Ⅰ
．
千
葉
県
医
療
体
制
の
現
状
と
課
題

1
．
千
葉
県
の
医
療
環
境

（
1
）
千
葉
県
の
医
療
資
源

①
医
療
従
事
者
数

　

千
葉
県（
人
口
10
万
人
当
た
り
）
の
医
療
従
事
者
の
推

移
を
み
る
と
、
医
療
施
設
従
事
医
師
数
は
、
2
0
1
2

年
の
1
7
2
・
7
人
か
ら
22
年
に
は
2
0
9
・
0
人

（
12
年
比
＋
21
・
0
％
）、
就
業
看
護
師
数
は
、
12
年
の

5
7
2
・
0
人
か
ら
22
年
に
は
7
9
6
・
2
人（
同
＋

39
・
2
％
）
と
増
加
傾
向
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

都
道
府
県
別
に
み
る
と
、
千
葉
県
は
、
医
療
施
設
従
事

医
師
数
が
全
国
45
位（
2
0
9
・
0
人
）、
就
業
看
護
師

数
が
同
46
位（
7
9
6
・
2
人
）
と
、
埼
玉
県
や
神
奈
川

県
と
並
ん
で
全
国
最
低
水
準
と
な
って
い
ま
す
。

②
医
療
施
設
数
、
病
床
数

　

千
葉
県（
人
口
10
万
人
当
た
り
）
の
医
療
施
設
数
の
推

移
を
み
る
と
、
病
院
数
は
、
2
0
1
2
年
の
4
・
5
施

設
か
ら
22
年
に
は
4
・
6
施
設（
12
年
比
＋
2
・
2
％
）、

一
般
診
療
所
数
は
12
年
の
59
・
5
施
設
か
ら
22
年
に
は

62
・
9
施
設（
同
＋
5
・
7

％
）、
病
院
病
床
数
は
12
年

の
9
2
0
・
0
床
か
ら
22
年

に
は
9
5
4
・
4
床（
同
＋

3
・
7
％
）
で
緩
や
か
に
増

加
し
て
い
ま
す
。

　

都
道
府
県
別
に
み
る
と
、
千

葉
県
は
、病
院
数
が
全
国
43
位

（
4・
6
施
設
）、一般
診
療
所
数
が

同
45
位（
62・
9
施
設
）、病
院
病

床
数
が
同
43
位（
9
5
4
・
4

床
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
医
療
資

源
は
、人
的・
物
的
資
源
と
も
四

国
や
九
州
な
ど
西
日
本
で
手
厚

く
、1
都
3
県
で
は
相
対
的
に

不
足
感
が
強
く
な
って
い
ま
す
。

（
2
）
調
査
結
果

（
3
）
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
と
統
計
デ
ー
タ
の
比
較

①
「
信
頼
で
き
る
か
か
り
つ
け
医
が
い
る
」と「
医
師
数
」

の
比
較

　
「
信
頼
で
き
る
か
か
り
つ
け
医
が
い
る
」
の
偏
差
値
と

10
万
人
当
た
り
医
療
施
設
従
事
医
師
数
の
関
係
を
み
る

と
、
医
師
数
の
多
い
医
療
圏
は
偏
差
値
が
高
く
、
逆
に

医
師
数
の
少
な
い
医
療
圏
は
偏
差
値
が
低
い
傾
向
が
み

ら
れ
、
一
定
の
相
関
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

か
か
り
つ
け
医
に
関
す
る
満
足
度
指
数
は
、千
葉
県
全
体
で
は
11・９
で
前
回
調

査
比
＋
16・
９
ポ
イ
ン
ト
増
加
。す
べ
て
の
二
次
保
健
医
療
圏
で
前
回
調
査
比
増

加
し
て
い
ま
す
。

休
日・夜
間
等
緊
急
時
診
療
体
制
に
関
す
る
満
足
度
指
数
は
、県
全
体
で
24・９

と
前
回
調
査
比
＋
１・5
ポ
イ
ン
ト
増
加
。「
山
武
長
生
夷
隅
」「
東
葛
南
部
」を
除

く
二
次
保
健
医
療
圏
で
前
回
調
査
比
増
加
し
て
い
ま
す
。 

医
療・福
祉
施
設
の
利
便
性
に
関
す
る
満
足
度
指
数
は
、県
全
体
で
23・０
と
前

回
調
査
比
＋
８・
４
ポ
イ
ン
ト
増
加
。「
君
津
」「
市
原
」で
は
前
回
調
査
比
＋
20
ポ

イ
ン
ト
以
上
増
加
し
て
い
ま
す
。

行
政
や
住
民
の
健
康
づ
く
り
に
対
す
る
意
識
に
か
か
る
満
足
度
指
数
は
、県
全

体
で
▲
22・
８
と
前
回
調
査
比
＋
０・５
ポ
イ
ン
ト
増
加
。も
っ
と
も
水
準
は
、す

べ
て
の
二
次
保
健
医
療
圏
で
前
回
・
今
回
調
査
と
も
に
マ
イ
ナ
ス
水
準
と
な
っ

て
い
ま
す
。

▽▽▽▽

東葛北部

東葛南部 印旛 香取海匝

山武長生夷隅
千葉

市原

安房

君津
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銚子市、旭市、匝瑳市、香取市、神崎町、多古町、東庄町

館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町
木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
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茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、大網白里市、九十九里町、
芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、
大多喜町、御宿町

千葉

山武長生夷隅

印旛

東葛南部
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香取海匝

安房

君津
市原

（出所）千葉県

図表 2 二次保健医療圏

（単位：人・施設・床）

（出所）厚生労働省「2022年医師・歯科医師・薬剤師統計」「2022年衛生行政報告例」「2022年医療施設調査」をもとに
ちばぎん総合研究所が作成

医療施設従事医師数 就業看護師数 病院数 一般診療所数 病院病床数
1位
2位
3位

徳島県
高知県
京都府

高知県
鹿児島県
佐賀県

高知県
徳島県
鹿児島県

高知県
鹿児島県
長崎県

和歌山県
島根県
東京都

5位
40位
47位

45位

1,685.4
1,504.9
1,468.9

2,328.1
2,026.4
1,971.3
954.4

1,049.8

335.7
335.2
334.3

17.8
15.1
14.7

114.1
107.4
104.6

104.6
76.8
61.3

891.5
798.9
857.2

62.9

6.5 84.2 1,194.9

4.5
3.6
4.7

4.6

262.1

324.6
223.0
180.2

42位
45位
47位

44位
47位
41位

3位
36位
47位

44位
47位
46位

893.9
813.2
744.2

209.0 46位 43位 45位 43位796.2
東京都
神奈川県
埼玉県

千葉県

全国平均

図表1 1都3県の医療資源（人口10万人当たり）の全国順位

10万人当たり医療施設従事医師数（人）
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市原

図表3 「信頼できるかかりつけ医がいる」と
「10万人当たり医療施設従事医師数」

対象 ○県内自治体に居住する3,000人
　（基本的に人口比で自治体別に抽出）

設問

○信頼できるかかりつけ医がいる
○休日・夜間や緊急時にかかれる医療機関がある
○医療・福祉施設が近くにあり、便利である
○行政や住民の健康づくりに対する意識が高い

回答
形式

○「①とてもそう思う」
　 「②ややそう思う」
　 「③あまりそう思わない」
　 「④全くそう思わない」の4択

集計
方法

○各設問について
　「①×2＋②×1＋③×(－1)＋④×(－2)」を算出
　（＝「満足度指数」とする）
　⇒その数値から、各二次保健医療圏の県全体の
　　中での「偏差値」を算出

※「偏差値」（相対的水準）と「満足度指数」（絶対的水準）に
ついて分析。
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供
給
を
推
計
す
る
と
、

2
0
2
5
年
時
点
の

病
床
数（「
供
給
予
定

病
床
数
」
¦ 

「
必
要

病
床
数
」）
は
、
県
全

体
と
し
て
は
急
性
期

病
床
が
過
剰
と
な
る

一
方
、
回
復
期
病
床

や
慢
性
期
病
床（
都
市

部
中
心
）
で
不
足
が

生
じ
る
見
込
み
で
す
。

二
次
保
健
医
療
圏
別

で
は
、
県
下
全
域
で

回
復
期
病
床
が
不
足

と
な
る
ほ
か
、「
東
葛

南
部
」「
東
葛
北
部
」

「
千
葉
」「
市
原
」
な

ど
都
市
部
を
中
心
に

慢
性
期
病
床
の
不
足
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
高
度
急

性
期
病
床
で
は
、「
安
房
」「
香
取
海
匝
」
な
ど
で
不
足

と
な
る
一
方
、「
印
旛
」「
東
葛
北
部
」
で
過
剰
と
な
り
、

ば
ら
つ
き
が
生
じ
る
見
込
み
で
す
。

　

ま
た
、
45
年
の
医
療
供
給
予
測
指
数（
20
年
＝

1
0
0
）
は
、「
東
葛
南
部
」（
94
・
0
）、「
東
葛
北
部
」

（
92
・
3
）
が「
千
葉
県
全
体
」（
1
0
4
・
0
）
を
下

回
り
、
20
年
よ
り
減
少
す
る
と
推
計
さ
れ
ま
す
。

（
※
2
）
地
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連

携
の
推
進
の
た
め
、
一
般
病
床
又
は
療
養
病
床
を
有
す

る
医
療
機
関
が
都
道
府
県
に
病
床
の
機
能
や
入
院
患
者

に
提
供
す
る
医
療
の
内
容
等
を
報
告
す
る
制
度
。

②「
休
日・夜
間
や
緊
急
時
に
か
か
れ
る
医
療
機
関
が
あ

る
」と「
高
度
急
性
期・急
性
期
病
床
数
」の
比
較

　
「
休
日
・
夜
間
や
緊
急
時
に
か
か
れ
る
医
療
機
関
が

あ
る
」
の
偏
差
値
と
10
万
人
当
た
り
高
度
急
性
期
・
急

性
期
病
床
数
の
関
係
を
み
る
と
、
10
万
人
当
た
り
高
度

急
性
期
・
急
性
期
病
床
数
の
少
な
い「
東
葛
南
部
」「
東

葛
北
部
」「
千
葉
」
な
ど
で
も
偏
差
値
が
高
く
な
っ
て

お
り
、
明
確
な
相
関
関
係
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
。

③「
医
療・福
祉
施
設
が
近
く
に
あ
り
、便
利
で
あ
る
」と

「
医
療
施
設
数︵
病
院
＋
診
療
所
）」の
比
較

　
「
医
療
・
福
祉
施
設
が
近
く
に
あ
り
、
便
利
で
あ
る
」

の
偏
差
値
と
10
万
人
当
た
り
医
療
施
設
数（
病
院
＋
診

療
所
）
の
関
係
を
み
る
と
、
施
設
数
の
少
な
い「
東
葛

南
部
」「
東
葛
北
部
」「
市
原
」
な
ど
で
も
偏
差
値
が
高

く
な
っ
て
お
り
、
②
と
同
様
に
、
明
確
な
相
関
関
係
は

み
ら
れ
ま
せ
ん
。

Ⅱ
．
千
葉
県
医
療
体
制
の
将
来
像

１
．
将
来
推
計
人
口

　

ち
ば
ぎ
ん
総
合
研
究
所
が
、
2
0
2
0
年
国
勢

調
査
に
基
づ
い
て
22
年
6
月
に
行
っ
た
将
来
人
口
推
計

（
54
市
町
村
別
）
に
よ
る
と
、
県
内
人
口
は
20
年
の

6
2
8
4
千
人
か
ら
45
年
に
は
5
9
4
4
千
人（
20
年

比
▲
5
・
4
％
）
ま
で
減
少
す
る
見
込
み
で
す
。
こ
の
う

ち
、
65
歳
以
上
の
高
齢
者
人
口
は
20
年
の
1
7
3
4
千

人
か
ら
45
年
に
は
2
0
2
8
千
人（
同
＋
17
・
0
％
）
ま

で
増
加
し
、
高
齢
化
率（
総
人
口
に
占
め
る
65
歳
以
上
の

Ⅲ
．
提
言

１
．
県
内
医
療
体
制
の
再
構
築

（
1
）将
来
推
計
人
口
に
基
づ
く
県
内
医
療
体
制
の
早
期

整
備

　

2
0
2
0
年
国
勢
調
査
に
お
け
る
千
葉
県
の
高
齢
化

率
は
27
・
6
％
と
１
都
３
県
で
最
も
高
く※
3 

、
千
葉
県

で
は
長
期
に
渡
っ
て
医
療
・
介
護
需
要
が
増
加
を
続
け

る
可
能
性
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

将
来
の
推
計
人
口
に
基
づ
く
医
療
供
給
予
測
を
み
る

と
、
千
葉
県
全
体
で
は
急
性
期
病
床
が
過
剰
と
な
る
一

方
、
高
齢
者
人
口
の
増
加
等
か
ら
回
復
期
病
床
や
都
市

部
を
中
心
に
慢
性
期
病
床
で
不
足
が
生
じ
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
中
、
一
部
の
病
院
か
ら

は
、
許
可
病
床
が「
一
般
病
床
」
と
一
括
り
に
な
っ
て

割
合
）
は
34
・
1
％
に
達
す
る
見
通
し
と
な
って
い
ま
す
。

　

二
次
保
健
医
療
圏
別
に
み
る
と
、
20
年
か
ら
45
年
に

か
け
て「
東
葛
北
部
」（
同
＋
6
・
0
％
）、「
東
葛
南
部
」

（
同
＋
4
・
2
％
）
で
人
口
増
加
が
続
き
ま
す
。
一
方
、

そ
の
他
の
医
療
圏
で
は
20
～
25
年
を
ピ
ー
ク
に
減
少
す

る
と
推
計
さ
れ
て
お
り
、と
り
わ
け
、「
香
取
海
匝
」（
同

▲
37
・
2
％
）、「
安
房
」（
同
▲
36
・
5
％
）、「
山
武

長
生
夷
隅
」（
同
▲
34
・
1
％
）
は
減
少
幅
が
3
割
を

超
え
る
見
通
し
と
な
っ
て
い
ま
す
。

2
．
将
来
の
医
療
需
要

（
1
）
推
計
手
法

　

 

日
本
医
師
会
総
合
政
策
研
究
機
構
の
ワ
ー
キ
ン
グ

ペ
ー
パ
ー
に
記
載
さ
れ
た
、
年
齢
階

層
別
の
医
療
費
係
数
を
用
い
て「
年

齢
階
層
別
将
来
推
計
人
口
×
医
療
費

係
数
」
よ
り
医
療
需
要
を
算
出
し
ま

し
た
。

（
2
）
推
計
結
果

　

千
葉
県
医
療
の
将
来
需
要
を
推
計

す
る
と
、
2
0
4
5
年
ま
で
一
貫
し

て
増
加
を
続
け
る
見
込
み
で
す
。
医

療
需
要
の
増
加
に
は
、「
75
歳
以
上
」

の
増
加
が
大
き
く
影
響
し
て
お
り
、

「
0
～
14
歳
」「
15
～
39
歳
」
で
は
、

20
年
を
ピ
ー
ク
と
し
て
減
少
傾
向
が

続
く
と
推
計
さ
れ
ま
す
。

　

二
次
保
健
医
療
圏
別
で
み
る
と
、
45
年
の
医
療
需

要
予
測
指
数（
20
年
＝
1
0
0
）
が「
千
葉
県
全
体
」

（
1
0
7
・
8
）
よ
り
高
い
地
域
は
、「
東
葛
北
部
」「
東

葛
南
部
」「
印
旛
」「
千
葉
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、

「
安
房
」「
香
取
海
匝
」
は
20
年
を
ピ
ー
ク
に
医
療
需
要

は
縮
小
し
て
い
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

3
．
将
来
の
医
療
供
給

（
1
）
推
計
手
法

①
供
給
量
：
県
が
公
表
す
る「
病
床
機
能
報
告
制
度※
2

に

基
づ
く
医
療
機
能
別
病
床
数
」
を
基
準
に
し
て
、
各
年

の
推
計
人
口
を
乗
ず
る
こ
と
に
よ
り
算
出
。

②
需
要
量
：「
千
葉
県
保
健
医
療
計
画
に
基
づ
く
医
療

機
能
別
必
要
病
床
数
」
を
基
準
に
し
て
、
各
年
の
推
計

人
口
を
乗
ず
る
こ
と
に
よ
り
算
出
。

③
病
床
過
不
足
数
：
①
¦
②
で
算
出
。

（
2
）
病
床
数
の
需
給
過
不
足
推
計
結
果

　
千
葉
県
の
将
来
推
計
人
口
に
基
づ
い
て
将
来
の
医
療

い
る（
高
度
急
性
期
・
急
性
期
・
回
復
期
・
慢
性
期
な
ど

の
機
能
別
に
な
っ
て
い
な
い
）
た
め
、
不
足
し
て
い
る

回
復
期
病
床
を
増
床
し
よ
う
と
思
っ
て
も
、
圏
域
内
の

急
性
期
病
床
が
大
幅
に
余
っ
て
い
る
下
で
、
増
床
を
申

請
し
よ
う
と
し
て
も
許
可
さ
れ
な
い
と
の
声
が
聞
か
れ

ま
し
た
。

　

国
や
県
に
お
い
て
は
、
一
般
病
床（
高
度
急
性
期
・

急
性
期
・
回
復
期
・
慢
性
期
）
の
機
能
区
分
を
考
慮
し

た
許
可
病
床
配
分
や
休
床
病
床
に
対
す
る
ペ
ナ
ル
テ
ィ

賦
課
の
検
討
、
医
療
機
関
や
自
治
体
首
長
等
に
は
機
能

転
換
や
病
床
の
返
上
に
対
す
る
理
解
・
協
力
を
促
し
、

圏
域
内
病
床
数
の
適
正
化
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
千
葉
県
全
体
の
医
療
資
源
は
10
年
前
と
の
比

較
で
は
改
善
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
全
国
最
低
水
準
に

あ
り
ま
す
。
現
時
点
で
は
、
全
死
因
死
亡
率
の
観
点
か

ら
い
え
ば
、
医
療
の
質
は
保
た
れ
て
い
る
と
も
い
え
る

も
の
の
、
高
齢
者
を
中
心
に
医
療
需
要
の
増
大
が
続
く

一
方
、
勤
務
医
の
時
間
外
労
働
規
制
の
導
入
な
ど
か
ら

医
療
資
源
供
給
の
増
強
は
容
易
で
は
な
く
、
現
在
の
医

療
の
質
が
今
後
と
も
維
持
さ
れ
る
と
の
保
証
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

県
内
で
は
、
2
0
1
7
年
に
開
学
し
た
国
際
医
療
福

祉
大
学
医
学
部（
成
田
キ
ャ
ン
パ
ス
）
の
卒
業
生
が
順

次
国
家
試
験
を
経
て
医
師
と
し
て
羽
ば
た
い
て
い
き
ま

す
。
１
年
間
の
押
上
げ
効
果
が
大
き
い
と
は
言
い
難
い

で
す
が
、
毎
年
の
卒
業
生
が
累
積
的
に
千
葉
県
内
に
残

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
県
内
医
療
体
制
の
早
期
整
備（
医

療
従
事
者
の
確
保
）
に
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま

す
。

（
※
3
）
１
都
２
県
の
高
齢
化
率
は
埼
玉
県
：
27
・
０

％
、
東
京
都
：
22
・
７
％
、
神
奈
川
県
：
25
・
6
％
。

(出所)日本医師会総合政策研究機構ワーキングペーパーNo.323
「地域の医療提供体制の現状と将来－都道府県別・二次医療圏別データ集－」
(注)「40～64歳」の一人当たり医療費を1.0とした場合の係数。各年齢階層の受療率は一定と仮定。

年齢 0～14歳
0.6

15～39歳
0.4

40～64歳
1.0

65～74歳
2.3

75歳以上
3.9医療費係数

図表4 医療費係数

120.0

110.0

100.0

90.0

80.0

70.0
2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

116.9 東葛北部
116.6 東葛南部
110.6 印旛
110.4 千葉
107.8
千葉県全体
99.7 君津

78.5 香取海匝
74.7 安房

95.9 市原

83.3
山武長生夷隅

図表5 医療需要予測指数（2020年＝100）

（単位：床）

（注）千葉県保健医療計画、病床機能報告制度（2021年）の数値をもとに試算

病床基準 2025年時点（予定）2021年
時点

2020年 2025年
Ａ

111
373
102
173
10
768

2030年

111
372
108
169
2

762

2035年

112
377
110
171
2

772

2040年

114
383
112
174
2

786

2045年

116
390
114
177
2

799

110
369
108
167
2

756

2025年
B

必要病床数 過剰/不足

90
284
243
179

796

A-B
20
85

▲ 135
▲   12

▲   40

医療機能
高度急性期
急性期
回復期
慢性期
休棟等
計

- -

図表6 医療供給予測（10万人当たり病床数・千葉県全体）
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90.0 92.3 東葛北部

94.0 東葛南部

107.1 印旛
108.2 千葉

104.0
千葉県全体

113.0 君津

150.7
香取海匝

155.2 安房

128.0 市原

145.3
山武長生夷隅

図表7 医療供給予測指数（2020年＝100）
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介
護
へ
の
移
行
を
支
援
し
て
い
ま
す
。
人
口
動
態
調

査
に
よ
る
と
、
2
0
2
1
年
の
死
亡
の
う
ち
67
・
4

％
は
医
療
機
関（
病
院
ま
た
は
診
療
所
）
で
の
死
亡
で

あ
り
、
高
齢
化
に
伴
い
年
間
の
死
亡
数
が
増
え
続
け

る
な
か
、
医
療
機
関
で
の
患
者
受
け
入
れ
が
困
難
に

な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省

「
人
生
の
最
終
段
階
に
お
け
る
医
療
に
関
す
る
意
識
調

査
」（
18
年
3
月
）
で
は
、
末
期
が
ん
の
場
合
、
国
民

の
47
・
4
％
が
自
宅
で
医
療
・
療
養
を
受
け
る
こ
と
を

希
望
し
て
お
り
、
こ
の
う
ち
69
・
2
％
が
自
宅
で
最

期
を
迎
え
た
い
と
回
答
し
て
い
ま
す
。

　

在
宅
医
療
へ
の
シ
フ
ト
は
、
在
宅
医
療
を
行
う
医

師
や
看
護
師
の
不
足
、
診
療
報
酬
の
不
十
分
さ
、
地

域
の
見
守
り
力
の
低
下（
地
縁
の
弱
体
化
）
な
ど
も
あ

っ
て
、
一
朝
一
夕
に
行
え
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
後
は
、
在
宅
医
療
を
担
う
人
材
の
確
保
と
質
の
向

上
の
ほ
か
、
医
療
・
介
護
の
多
職
種
連
携
の
促
進
な
ど

を
通
じ
て
、
入
院
か
ら
在
宅
医
療
へ
の
切
れ
目
の
な

い
医
療
体
制
の
構
築
な
ど
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

（
3
）
社
会
保
障
制
度
を
維
持
す
る
た
め
の
少
子
化
対

策
の
推
進

　

医
療
・
介
護
・
年
金
な
ど
高
齢
者
を
守
る
わ
が
国
の

社
会
保
障
制
度
は
、
費
用
の
一
部
を
利
用
者
が
負
担

（
過
去
の
積
立
か
ら
の
取
り
崩
し
も
含
む
）
し
て
い
る

も
の
の
、
費
用
の
多
く
は
、
現
役
世
代
の
負
担
や
国
・

自
治
体
等
の
支
出（
源
泉
は
税
金
）
で
賄
わ
れ
て
い
る

の
が
実
情
で
す
。
こ
の
た
め
、
少
子
化
が
進
ん
で
現

役
世
代
が
減
少
し
て
い
く
こ
と
は
、
医
療
・
介
護
制
度

を
含
む
社
会
保
障
制
度
が
徐
々
に
弱
体
化
し
て
い
く

こ
と
に
直
結
し
ま
す
。

（
2
）
二
次
保
健
医
療
圏
毎
の
医
療
ア
ク
セ
ス
の

平
準
化
の
促
進

　

文
献
・
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
、
県
内
に
お
け
る

医
療
資
源
の
充
足
度
や
住
民
の
満
足
度
に
は
、
二
次

保
健
医
療
圏
間
で
偏
り
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

り
ま
し
た
。

　

満
足
度
と
の
相
関
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
医
師（
か
か

り
つ
け
医
）
数
の
平
準
化
を
進
め
る
こ
と
は
有
意
義

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
一
方
、
医
療
機
関
に
つ
い
て

は
、
救
急
医
療
に
対
す
る
満
足
度
や
医
療
機
関
等
の

利
便
性
に
関
し
て
、
人
口
当
た
り
の
医
療
資
源
と
の

明
確
な
相
関
関
係
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
医
療

資
源
の
差
に
目
を
向
け
る
よ
り
は
、
地
域
の
中
核
病

院
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
医
療
機

関
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
な
ど
を

活
用
し
、
相
対
的
に
満
足
度
の
低
い
地
域（
特
に
郡
部

等
）
の
医
療
を
ど
の
よ
う
に
改
善
す
る
か
の
方
が
重

要
と
い
え
ま
す
。

　

千
葉
県
の
現
状
を
見
る
と
、
圏
央
道
の
部
分
開
通

等
を
含
む
道
路
網
の
整
備
や
国
際
医
療
福
祉
大
学
成

田
病
院
の
開
設
な
ど
に
よ
り
救
急
医
療
に
対
応
可
能

な
地
域
の
中
核
病
院
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
改
善
し
つ
つ

あ
り
ま
す
。
加
え
て
、
2
0
2
3
年
度
の
千
葉
県「
発

達
障
害
児
等
の
た
め
の
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
推
進
モ
デ

ル
事
業
」
な
ど
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
・
相
談
が
で
き
る

医
療
機
関
の
増
加
を
促
す
た
め
の
方
策
検
討
の
取
組

も
み
ら
れ
ま
す
。
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
推
進
は
、
発

達
障
害
児
な
ど
対
面
診
療
を
得
手
と
し
な
い
患
者
や

交
通
弱
者
、
投
薬
を
主
た
る
通
院
理
由
と
す
る
患
者

等
に
と
っ
て
利
便
性
向
上
・
負
担
軽
減
に
つ
な
が
る

ほ
か
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
よ
う
な
感
染
症
リ

　

医
療
需
要
の
将
来
推
計
を
み
る
と
、「
75
歳
以
上
」

で
大
幅
に
増
加
す
る
一
方
、「
0
～
14
歳
」「
15
～
39

歳
」
で
は
、
2
0
2
0
年
を
ピ
ー
ク
と
し
て
減
少
傾
向

が
続
く
と
推
計
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
少
子
高
齢
化
に
つ

い
て
み
る
と
、
現
役
世
代（
15
～
64
歳
）
人
口
対
高
齢

世
代（
65
歳
以
上
）
人
口
の
比
率
は
、65
年
頃
に
は
1
・

3（
高
齢
者
１
人
を
現
役
世
代
1
・
3
人
が
支
え
る
構

図
）
近
く
に
な
る
と
想
定
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
た
め
岸
田
政
権
は
、「
異
次
元
の
少
子
化
対
策
」

を
打
ち
出
し
て
い
ま
す
が
、
加
速
す
る
少
子
化
へ
の
対

策
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
早
期
実
行
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

3
．
医
療
資
源
を
核
と
す
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

　

病
院（
医
療
施
設
）
は
、
外
来
・
入
院
患
者
と
そ
の

家
族
や
見
舞
い
客
、
職
員
が
施
設
の
内
外
で
飲
食
や

買
い
物
な
ど
を
行
う
た
め
、
地
域
で
の
消
費
需
要
を

生
み
出
す
媒
体
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

医
療
施
設
を
地
域
の「
安
心
安
全
の
シ
ン
ボ
ル
」
と
し

て
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、「
人
が
集
ま
る
拠
点
」
と

し
て
の
機
能
に
着
目
し
て
、「
医
療
資
源
を
核
と
し
て

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
事
例
」
が
県
内
で
も
み
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

2
0
2
2
年
４
月
に
ま
ち
び
ら
き
し
た
旭
市
の「
生

涯
活
躍
の
ま
ち
・
み
ら
い
あ
さ
ひ
」
は
、
東
総
地
域
の

中
核
病
院
で
あ
る
国
保
旭
中
央
病
院
の
隣
接
地
に
新

た
な
ま
ち
を
開
発
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
商
業
・

飲
食
施
設
の
ほ
か
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
・
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
施
設
、
子
育
て
支
援
施
設
兼
多
世
代
交
流
拠

点
な
ど
、
幅
広
い
世
代
が
利
用
で
き
る
多
様
な
機
能

を
備
え
る
先
進
的
な
施
設
と
し
て
全
国
の
自
治
体
か

ら
注
目
を
浴
び
て
い
ま
す
。
船
橋
市
で
は
、
市
立
医

ス
ク
を
軽
減
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す
。

加
え
て
、
医
療
機
関
の
連
携
に
よ
る
機
能
強
化
な
ど

高
水
準
の
医
療
体
制
・
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
も
期
待
さ
れ

ま
す
。

　

今
後
自
然
体
で
は
、
高
齢
化
の
さ
ら
な
る
進
行
に

伴
う
医
療
需
要
の
増
加
や
勤
務
医
の
時
間
外
労
働
規

制
を
背
景
に
医
師
不
足
が
予
想
さ
れ
る
一
方
、
地
域

に
よ
っ
て
は
患
者（
人
口
）
の
減
少
に
よ
り
医
療
機
関

の
経
営
が
成
り
立
た
な
く
な
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

疾
病
・
診
療
科
に
よ
っ
て
は
、
高
度
な
医
療
を
提
供
す

る
拠
点
病
院
へ
の
集
約
化
な
ど
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

も
さ
ら
に
活
用
し
つ
つ
二
次
保
健
医
療
圏
の
枠
を
超

え
た
効
率
的
で
持
続
可
能
な
医
療
連
携
体
制
の
構
築

と
医
療
ア
ク
セ
ス
の
平
準
化
を
並
行
し
て
進
め
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
3
）
新
た
な
感
染
症
へ
の
万
全
の
準
備

　

国
内
で
初
め
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
者

が
確
認
さ
れ
て
か
ら
４
年
余
り
が
経
過
し
ま
し
た
。
政

府
は
、
新
た
な
感
染
症
の
流
行
を
見
据
え
、
内
閣
感
染

症
危
機
管
理
統
括
庁
や
厚
生
労
働
省
感
染
症
対
策
部

を
設
置
し
、
2
0
2
5
年
に
は
国
立
感
染
症
研
究
所
と

国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
を
統
合
し
た
国
立
健

康
危
機
管
理
研
究
機
構
を
創
設
す
る
方
針
を
示
し
て

い
ま
す
。
千
葉
県
も
、「
緊
急
時
の
医
薬
品
や
医
療
資

機
材
の
確
保
・
備
蓄
」や「
保
健
所
の
体
制
強
化
」な
ど
、

感
染
症
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
健
康
危
機
に
対
応

で
き
る
体
制
の
整
備
を
推
進
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

　

医
療
資
源
の
安
定
的
な
確
保
は
、
新
た
な
感
染
症

が
発
生
し
た
場
合
で
も
、
安
心
・
安
全
な
医
療
環
境

の
確
保
に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、
ヒ
ト（
感
染
症
専
門

療
セ
ン
タ
ー
の
移
転
に
伴
い
、
新
病
院
建
設
地
に
鉄

道
新
駅
と
新
た
な
ま
ち
を
建
設
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「
ふ
な
ば
し
メ
デ
ィ
カ
ル
タ
ウ
ン
構
想
」
が
始
動
し
て

い
ま
す
。

　

介
護
施
設
で
は
、
三
井
不
動
産
レ
ジ
デ
ン
シ
ャ
ル

（
株
）
が
大
型
シ
ニ
ア
レ
ジ
デ
ン
ス
の
建
設
を
進
め
て

お
り
、
県
内
で
は
、「
パ
ー
ク
ウ
ェ
ル
ス
テ
イ
ト
鴨
川
」

（
鴨
川
市
）
に
続
き
、
24
年
秋
に「
パ
ー
ク
ウ
ェ
ル
ス

テ
イ
ト
幕
張
ベ
イ
パ
ー
ク
」（
千
葉
市
）
の
開
業
が
予

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
22
年
12
月
に
千
葉
県
経
済
同
友
会
が
取
り

ま
と
め
た「
千
葉
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ス
ク
エ
ア
構
想
」

で
は
、
ヘ
ル
ス
ケ
ア
分
野
に
お
け
る
振
興
事
例
と
し

て
、
上
記「
シ
ニ
ア
レ
ジ
デ
ン
ス
」（
幕
張
新
都
心
周

辺
エ
リ
ア
）
や「
か
ず
さ
ア
カ
デ
ミ
ア
パ
ー
ク
の
技
術

の
活
用
」（
湾
岸
エ
リ
ア
）、「
国
際
医
療
学
園
都
市
構

想
」（
成
田
空
港
エ
リ
ア
）、「
柏
の
葉
ス
マ
ー
ト
シ
テ

ィ
」（
東
葛
エ
リ
ア
）
な
ど
の
取
組
に
つ
い
て
触
れ
て

い
ま
す
。
千
葉
県
で
は
、
産
業
用
地
の
不
足
が
県
内

へ
の
企
業
進
出
の
足
か
せ
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
国
の
特
例
制
度
な
ど
を
活
用
し
た
農
地
転
用
等

に
よ
り
産
業
用
地
の
不
足
を
補
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

交
通
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
促
進
と
あ
わ
せ
て
、
大
学
医

学
部
や
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
な
ど
で
生
ま
れ
た
シ
ー
ズ

の
社
会
実
装
を
促
進
す
る
た
め
の
質
の
高
い
産
業
施

設
の
提
供
に
よ
り
、
ヘ
ル
ス
ケ
ア
産
業
等
の
さ
ら
な

る
振
興
に
も
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

※
本
調
査
レ
ポ
ー
ト
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
㈱
ち
ば

ぎ
ん
総
合
研
究
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お

り
ま
す
。
ご
興
味
が
あ
る
方
は
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

医
）・
モ
ノ（
防
護
具
等
感
染
対
策
物
資
）・
施
設（
患
者

の
隔
離
ス
ペ
ー
ス
）
な
ど
コ
ロ
ナ
禍
を
通
じ
て
露
呈

し
た
課
題
を
教
訓
と
し
て
生
か
し
、
平
時
か
ら
新
た

な
感
染
症
に
備
え
た
医
療
体
制
を
整
備
し
て
お
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

２
．
誰
も
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
医
療
が

受
け
ら
れ
る
体
制
の
確
保

（
1
）
医
療
・
介
護
連
携
の
一
段
の
促
進
と
市
町
村
と

の
連
携
強
化

　

す
べ
て
の
団
塊
世
代
が
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者

と
な
る「
2
0
2
5
年
問
題
」
と
そ
れ
以
降
の
超
高
齢

化
社
会
に
備
え
て
、
国
は「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」

の
構
築
を
進
め
て
い
ま
す
。
同
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、

高
齢
化
が
進
む
ほ
ど
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
双
方
利
用

の
可
能
性
が
高
ま
る
た
め
、
医
療
職
・
介
護
職
間
の
情

報
交
換
や
役
割
分
担
な
ど
の「
連
携
」
が
一
段
と
重
要

に
な
り
ま
す
。
医
療
・
介
護
連
携
は
、
主
に
市
町
村
単

位
で
連
携
会
議
や
職
種
間
の
合
同
研
修
な
ど
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
医
療
職
・
介
護
職
間
の
意
識
の
す
れ

違
い
や
地
元
医
師
会
の
注
力
度
の
違
い
な
ど
も
あ
っ

て
、
連
携
の
度
合
い
に
は
市
町
村（
医
師
会
）
に
よ
っ

て
濃
淡
が
あ
り
、
十
分
な
連
携
が
進
ん
で
い
な
い
事

例
も
散
見
さ
れ
ま
す
。
県
も
職
種
毎
の
研
修
や
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
の
派
遣
な
ど
を
行
っ
て
お
り
、
医
療
・
介
護

連
携
が
十
分
で
は
な
い
市
町
村
等
へ
引
き
続
き
支
援

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

（
2
）
在
宅
医
療
促
進
の
た
め
の
医
療
体
制
の
整
備
促
進

　

国
全
体
の
医
療
費
が
膨
ら
み
財
政
負
担
も
増
え
る

中
で
、
政
府
は
、
施
設
医
療
・
介
護
か
ら
在
宅
医
療
・

振 興 ち ば
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